
エリアマネジメント広告の掲出における配慮事項について 

 

◇景観の配慮 

 本市景観条例の色彩の制限基準を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【審査の仕方】 

申請する広告のデザインの色彩の色相・明度・彩度を標記してもらい、全体を

縦 20・横 50 マス（合計 1000 マス）に区切り、各マスの色の使用状況を計測。

マス内に一部でも制限値を超える色が使用されている場合、制限を超える色の

マスとして計測し、全体の 4分の 1を超える面積でないことを確認する。 

 

◇安全性の配慮 

【川 床】： 高さは景観及び交通安全の観点より床面から 1.2ｍまでとし、幅は川 

床からはみ出さないこと。 

     落下等をしないよう強固に固定すること。 

【人道橋】：広告幕の大きさは橋の規格内に収めること。 

     落下等をしないよう強固に固定すること。 

 

◇その他事項 

・「星川イルミネーション」及び「地域の公共的な取組」であることが分かるよ 

うに「星川イルミネーション協賛企業」と「私たちは星川を応援しています」 

の文言を記載する。 

・広告掲載箇所については、イルミネーション各エリア 1か所につき最大 4つ 

までとする。 


